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      通学時の服装について 

 

 秋雨の候  保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと   

お喜び申し上げます。 

平素から本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとう  

ございます。 

さて、来週より、通学時の服装を下記のとおりといたします。 

つきましては、内容をご確認いただき、ご家庭でもご指導いただきますよう

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 開 始 日    １０月１２日（月） 

 

２ 通学時の服装   制服 または ジャージ 

   （体操服、ハーフパンツ、ジャージ上下） 

 

３ 理   由    防寒対策 及び ３学年の進路指導のため 

 

４ そ の 他 

（１）３学年については、保健体育の授業がない火曜日課の日は、学年統一し

て制服登校とします。その他の日は、どちらでもよいこととします。 

（２）１･２学年については、日課にかかわらずどちらでもよいこととします。 

  ただし、１・２学年とも、合唱コンクールの前に着こなし等の確認を行い

ますので、１０月１４日（水）は、学年統一で制服登校とします。 

（３）１０月２３日（金）合唱コンクール当日は、全生徒、制服（冬服）登校

とします。 

（４）制服で登校した日に着替えが必要な場合、更衣室での密を避けるため、

また、更衣室を使用しなくても済むよう、中に体操服やハーフパンツを  

着用してもよいこととします。 

（５）防寒対策のため、寒い日は、制服やジャージの上着の下にセーター等を

着用するようにさせてください。 


